
平成22年３月橋本市議会定例会会議録（第４号）その５ 

平成22年２月18日（木） 

                                          

   

 日程第28 議案第26号 市道路線の認定及

び廃止について 

○議長（中西峰雄君）日程第28 議案第26号

市道路線の認定及び廃止について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第26号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第29 議案第27号 公の施設の指定管

理者の指定について 

○議長（中西峰雄君）日程第29 議案第27号

公の施設の指定管理者の指定について を議

題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）指定管理者の制度を使

って駐輪場を運営していくということにつき

ましては、私は何ら問題を、異議をとなえる

ものではございませんけども、ここに指定管

理者に指定する団体等の中で、財団法人であ

る橋本市文化スポーツ振興公社という名前が

上がっております。これは皆さんもご承知の

とおり、100％橋本市が出資してつくった財団

でございます。 

 そして、名前のとおり文化とスポーツに関

することに対しての財団であると私は認識を

しておりますが、じゃ、なぜここが駐輪場の

入札に参加したのか。ここ、だれも受け取る

団体さんがいてないんで、前シルバー人材セ

ンターさんがやっていたのかな、ここは。そ

ういう団体がなかったんで、じゃ、仕方がな

いから、どこも受けるところがないからとい

うことの中で市の出資であるスポーツ振興公

社がやるんであれば、私は何ら問題はないと

は思うんですけども、３者というか、３団体

で要望があった、その中で決まったという経

緯の中で一つお聞きしたいんですけども、な

ぜあと２者があるのに、この市の文化とスポ

ーツをやろうとうする団体が駐輪場のこの入

札に参加してきたときに、少し違うんじゃな

いですかと、方向が違いますよということで、

私はお引き取りをしていただくのが筋やと思

うんです。 

 そして、今までこういうスポーツ、駐輪場

の関係をやってこなかった人がここを受ける

に当たって、またそのための新たな雇用を生

み出すんじゃないですか。 

 というのは、要するにそんかい手が足りて

いて、手が足らんで人数が多いと、スポーツ

振興公社もどえらい手が、余剰人員が多いん

やと言うて、新たな雇用をせんでもええぐら

い人が多いから、そのために運営してほしい

とかいうんであれば、多少は理解もせんこと

もないんですけども、その辺の人数的なもの。 

 また、ここを取ったために、新たに募集を

かけて、ここのために人をスポーツ振興公社

は入れるんですか。わざわざほか、今までや

ってくれておったほかの団体さん、もしくは

もう一個の団体さんで雇用が生まれるんであ

れば、それでいいとは思うんですけども、そ

の辺の新たな雇用がスポーツ振興公社で文ス

ポがやるんか、これを取ったために。そこま
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でして取りにいかなあかん理由等、少し教え

てください。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）まず、今回の指定

管理者のことでございますが、平成22年の３

月31日付で今現在の指定管理制度が満了にな

ります。それに伴いまして、市で広報並びに

インターネット等でまず募集要項等で広く知

らしめております。 

 その中には、まず法人または団体というこ

とで、個人以外の方でしたらだれでも参加で

きるという形のもので広く募集をしておりま

す。 

 その中で、今言うておるスポーツ振興公社

につきましては、私どもも法人という位置づ

けの中で考えて、今回の申請の受け付けとい

うことで、一応認めております。 

 やはり、その中でも雇用につきましても、

しっかりそれに対しては雇用もしていくとい

うような中の審査基準、並びに仕様書に基づ

きながらやっております。当初、やはり６者

ほどが問い合わせ等、また現場説明の中でも

５者から６者が現場説明に来ておりまして、

たまたま申請が３者ということで、その中の

３者を市の選定委員会、これは外部の人につ

きましては和歌山大学の経済学部から１名、

外部専門家を来ていただきまして、厳密に選

定委員会で選定した結果、スポーツ振興公社

に決定したという運びでございます。 

○議長（中西峰雄君）答弁もれですが、議長

のほうから指摘させていただきます。 

 これによって雇用が増えるんかどうかのか

というただしがございましたので、答弁願い

ます。 

 建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）これによって雇用

が増えるということで、仕様書の中で、また

相手からのそういった文書の中では出ており

ますので、そういうことをしていただけるも

のと思っております。 

○議長（中西峰雄君）10番 平林君、答弁も

れ指摘願います。 

○10番（平林崇行君）私は、雇用もそうなん

ですけども、そういう意味で雇用を増やすが

ために、スポーツ振興公社が雇用を増やした

ことによってほかの雇用が失われるんじゃな

いですかということを指摘しているんですよ。

そこまでして雇用を増やしてよかったなの話

じゃないでしょうと言っています。そこまで

せなあかんのですかということです。 

 ほんでもう一個、私が言うたように、市が

100％出資なんやさかいに、その辺の配慮とし

て、この辺で文化・スポーツの団体であるそ

の人たちが入札に参加するのをちょっと考え

てしたらよかったんじゃないですかという、

この二つの答弁もれがあるんですよ。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）文化・スポーツ振

興公社の管轄ということで、教育委員会のほ

うで知っていることを少し報告させていただ

きます。 

 まず、文化・スポーツ振興公社のほうでは、

現在の定款を改めまして、従来この法人はス

ポーツ・レクリエーション及び文化の振興を

測り、もって広く住民の健康で豊かな生活と

いうところでうたっておりましたが、他の施

設管理も広めてやっていきたいというところ

もありまして、市民サービスの一層の向上に

勤め、住民福祉の増進に寄与することを目的

とするということを追加しまして、昨年の12

月に県の教育委員会の認可ということで認可

を受けまして、認可証を受けたのが本年の１

月６日に受けて、登記を完了しております。 

 そういったところで文言を改めまして、そ

ういった手続き的なことを入れて文化・スポ

ーツ振興公社、そういった事業の拡大をした
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いという目的で経過がございますので、そう

いったところの報告をさせていただきました。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）まず、雇用につき

ましては、今実質シルバー人材センターが現

場で雇用して、シルバー人材センターから現

場のほうへ配置していただくんですけども、

今度、新たにスポーツ振興公社につきまして

も、新たに現場に雇用をして配置するという

ことなので、差し引きあまり変わらないと思

うんですけども、雇用を間違いなくするとい

うことで、スポーツ振興公社からの説明には

なっております。 

○議長（中西峰雄君）10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）雇用から行きます。 

 雇用の部分で、新たな雇用というのは言葉

的に間違っておって、それは文化・スポーツ

振興公社は新たな雇用をするでしょう。そう

したら、今までやっていたシルバー人材セン

ターは今までその駐輪場で働いていた方の雇

用はどうなるんですか。なくなるんでしょう。

そういうふうな中での、いろんなことを考え

ていかないとあかんのじゃないですか。 

 そして今、教育次長がおっしゃったように、

住民のサービスの向上をするために変えたと。

それは文言はよろしい。それはいいと思うん

やけど、そのために、じゃ、今の駐輪場が住

民のサービスが今までの中で不適切であった

と。だから、スポーツ振興公社が取ったらも

っと住民サービスが向上できますよという中

での参加ですのか、これ、入札の参加になる

んですか。 

 ですから、私はそういうふうな中で、本当

に住民サービス、私はこれが各個人の団体や

ったら別に何でもいいんですよ、前提をもと

に。 

 これ、もう一つこれも答弁をお聞きしたい

んですけど、向こうで今清水に移りましたね、

文スポが、事務局。これ、市は補助金は一切

出しているんか、何らかの中でお金を出して

いるんかどうかというのをちょっと教えてい

ただきたい。少しでもお金が出ているんであ

れば、移ることによって、それは何でもあり

ますけども、家賃もいろいろ補助してもうて

したら、その分が軽くなれば、ほかへ物を取

りに行くとき、その分の経費が少なくなった

ら当然安く入れられますよ、お金は。ほかの

団体というか、ほかの個人の団体さんは自分

らでどっか事務所を借りても、その家賃が何

十万すれば、それは全部自分のところで負担

せなあかんのやから。だから、同じ立場で物

事に立って入札をして決まったんかというこ

とが、ものすごい私、疑問になるんですよ。

だから、そこまで入ってくる文スポのやり方

というのは、僕若干見えないんで、なぜそこ

までせなあかんのかなって。新たな雇用を生

むわけでもなし、その辺のことの、それで、

文化・スポーツの中でもあれをやっているん

で、その辺のことをちょっと答弁、よろしく

お願いします。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）文化・スポーツ振

興公社ということで、立場で応札をしておる

わけですが、今回の駐輪場に応札しておると

ころの実施事業の計画につきましては、先ほ

ど言いました住民サービスの向上策として地

域に根差した施設となるよう事業展開し、市

民の健康増進を目的とした自転車利用の普

及・振興に勤め、同時に二酸化炭素排出削減

も課題として市民のエコ意識の向上を展開す

るといった、こういったところの、マイカー

通勤から自転車通勤に通勤手段を切りかえて

いくと、そういった環境を配慮したそういっ

た考え方に立って、先ほど言いましたように

定款の趣旨にのっとって事業展開を進めたい

と、そういったところです。 
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○議長（中西峰雄君）平林議員の質疑に対す

る答弁の中で、答弁もれの指摘がございまし

たけども、残り答弁ありますか。 

 建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）先ほどから何回も

言いますが、雇用につきましては新規に市内

から雇い入れて現地に配置するということで、

そういったことで書類のほうは提出になって

おります。 

 新たな新規の市内の皆さんの中で、現場で

見ていただけるということで、新規雇用とい

う形には間違いなく行っていただけると思っ

ております。 

○議長（中西峰雄君）10番 平林君に申し上

げます。 

 答弁もれの指摘でございますが、明確に、

簡潔明瞭にお願いいたします。 

○10番（平林崇行君）明確に、私は同じ立場

で文スポがほかの団体と入札した形の中で、

清水の今の事務所の家賃を一部市が負担して

いるんじゃないですかって。そういう好条件

の人が同じような立場でやったらあかんから、

清水の家賃は市が一部負担しておるのか、丸

かた文スポが全部あそこに関する費用は団体

としてその地主と契約をして、そして払って

いるんですかと、そこをただしたんです。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）まず私ども、現課

といたしましては、同じ条件のもとで収支計

算書、各３者とも出していただいておると認

識しております。 

○議長（中西峰雄君）10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）この件は建設部長が答

えることと違う。 

 だから、私が言うているのは、文スポを担

当しているんでしょう、教育委員会が。だか

ら、そこが本当に同じ条件の中で、これ金額

で決まったんでしょう最終、指定管理は。金

額が安いからスポーツ振興公社に決まったん

でしょう。それはいいです、それは構わへん。 

 だけど、ほかの団体との同じ立場の中で、

やっぱり家賃とか云々の中で、家賃とかそん

なんは市が負担すれば当然入札金額が安くで

きても必要経費が下がるから、安く入れられ

るんですよ。こんなものは一般常識です。だ

から、一般常識を考えた中でどうなんですか

ということを僕は言うておるだけの話で、そ

こで家賃が、文スポについて市は家賃を払っ

ておるのか、一部負担をしているのかしてい

ないのかだけ教えてくれたらいいだけの話で

す。後が皆さんが考えてくれたらいいことで

す。それだけの話です。 

○議長（中西峰雄君）文スポに対する家賃の

ただしがありますんで、その点だけ明確に答

弁いただけますか。 

 副市長。 

○副市長（清原雅代君）今現在、清水のほう

へ移っておりますが、従来は橋本市の庁舎の

北側でおりました。そのときからその家賃に

ついては何ら変わっておりませんし、今回の

事業は従来の事業もしていく上のプラスアル

ファの事業と考えておりますので、改めてど

うこうということは市としては考えておりま

せん。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第27号に

ついては経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第30 議案第28号 訴訟の提起につい

て 

○議長（中西峰雄君）日程第30 議案第28号

訴訟の提起について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 
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 質疑ありませんか。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）本議案については、市

営住宅の家賃の滞納ということで、この議会

に訴訟を起こすというのは２件目だというふ

うに認識するわけですが、恐らく悪質滞納者

であろうと思うんですが、この訴訟を起こす

場合、あるいは悪質滞納者、訴訟に持ってい

く場合の基準とか、あるいは内規でもしっか

りしたものが決められているのか、これが一

つです。 

 それから、恐らくこの議案に上がっている

件については、どの程度の悪質、その悪質の

内容、よっぽどのことがないと訴訟、それで

明け渡し請求も同時にするわけですから、そ

の点はしっかりとしておかないとというふう

に思っています。 

 あと、これに準ずるような悪質滞納者等に

ついてはどの程度存在をし、また今後、訴訟

について考えているのか、この点伺います。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）まず、平成20年度

からこの明け渡し請求をしております。平成

20年度で４件の明け渡しを強制執行しており

ます。それはすべて、一番やはりこの当時は

100万円を超えて、多い方につきましては260

万円、240万円ということがありまして、ある

程度分納もしていただけず、またその中でも

そこにおらないとかということがありました

ので、そういった方につきましては平成20年

度では４件をしております。 

 それで、平成21年度につきましては３件の

明け渡し請求を今している最中でございまし

て、それも100万円以上の高額で、こちらから

いろんな催促並びにそういった書類等を出し

てもなかなかそのとおり何にも対応なしとい

う形の分がとりあえず悪質と見なしてやって

おります。当然100万円以上で分納もせずにそ

ういったことになれば、こういった明け渡し

請求をしていきたいと思っております。 

 なお、きつい市町村では、約３カ月滞納し

て、その間に分納でもなかったら、すぐこう

いう明け渡し請求とか訴訟ということで踏み

切っている市町村もあるとは聞いております。

今回、整理する上でも、やはり高額な100万円

以上と一応目安はつけまして、それには何の

相手からもない場合につきましては悪質と見

なして、こうした明け渡し強制の執行で裁判

に出していきたいとは思っております。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）答弁もれなんですが、

この本件は100万円以上の滞納なんですかと

いうことと、それから、今後どの程度の悪質

なといいますか、状況の入居者に対して訴訟

を起こしていこうとしているのか、この２点

お願いします。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）今回の案件につき

ましては、100万円を超えております。なお、

それにつきましても催促・訪問、いろんな形

をとってもなかなかこたえてくれないという

ことで踏み切っております。 

 今後も100万円以上でこういった行為があ

る場合につきましては、今のところ、訴訟の

ほうに向かいたいと思っています。 

 ただし、それまで前後というのはあるんで

すけども、それまで分納誓約とか、やはり前

もってしていただければ、今のところは100

万円以下の中ではそういったことは今考えて

おらないんですけども、やはり今後こういっ

た影響のことによって、皆さんが滞納をもっ

と考えていただいて、すぐ追い出されるとい

う形のものが見えてきましたら、やはりもう

ちょっと収納率も上がってこようと思うんで

すけども、こちらも訴訟するのにやはり費用

もかなりかかりますので、できるだけ訴訟の
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ないような形で分納なり、再々足を運びなが

ら収納に頑張りたいとは思っております。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）今の部長の答弁を聞く

限り、訴訟もやむを得ないかなというふうに

は思うんですけれども、ちょっと答弁の中で、

３カ月滞納者でも厳しく訴訟に行っている自

治体があるんだみたいな答弁があったんです

けど、市民税、あるいは国保税等の差し押さ

え、強制取り立てというのがやられていて大

変なんですけれども、この住宅の場合も住居

を失ってしまうわけで、本当に路頭に迷うと

いう事態も招くわけです。 

 これ、明確に、いわゆる住宅の使用料とい

う形になっていると思うんですけれども、い

わゆる税とは明らかに法的な取り立ての方法

というのか、これは違うというふうに思うん

で、それで、ぜひともそうした訴訟に打って

出る場合の、いわゆる悪質滞納者についての

規程というのか、規則というか、名前はどち

らでもいいんですけれども、しっかりとした

ものを決めておいていただく必要があるとい

うふうに思うんですが、その点伺います。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）非常に規定が、３

カ月がええのか、５年がええのかと、やっぱ

りそういう規定が非常に難しいと思っており

ます。やはり、今まで各議会等でもこの滞納

につきましては、いろんなご指摘もある中で、

できるだけ皆さんに公平に家賃を納めていた

だくというのが原則でございまして、その中

でもやはり100万円以上というのが今のとこ

ろ課としての目安で考えております。 

 その中で、すぐにそういった行為にはもち

ろん及んでおりません。催促状とか催告書、

その前にはまず夜間の徴収とかいろいろ行っ

た中で、できるだけだめでしたら分納してく

ださいとか、いろんな方法をした中で、こう

いった方がやっぱり中にはいらっしゃいます

ので、やはりそういったことについてはちゃ

んとやっぱり市としては整理をまずしていか

ないと、次がまた入っていただく方というの

は、非常に待っている方もおりますので、や

はりそういった使用料を払っていただく方と

の大きな差が生まれてきます。 

 まして、税みたいに何年かたったらこれが

のうなるというものではありませんので、ど

んどん、どんどん膨らんでいきます。だから、

市の滞納額もそれ以上に、この方がいらっし

ゃると、その分だけがどんどんまた１年分の

家賃としては上積みで残っていくというよう

な形になっていきますので、やはりこういっ

たことと一緒に、入居者の方々につきまして

はこういうことも市は思い切ってするんやな

と、やはりそういった認識を持っていただく

中でこういった行為に及んでおります。 

 また、そういった相手に催促状とかを出す

につきましても、前置きとしてそういう文言

は入れております。こういったことで、ない

場合については市としては訴訟に踏み切りま

すというような形の部分も、すべて相手方に

届けながら家賃の徴収も催促状もしておりま

す。 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）それでは、この議案

第28号でちょっとお聞きします。 

 やはりこれ、訴訟まで持ち込んだというこ

とで、いろいろと今までいろんな対応をされ

たというふうには聞いていますけども、市営

住宅の入居のときには入所規定で保証人の規

定がありますよね。当然保証人の方にも当た

ってはいただいていると思うんですが、期間

によっては保証の期限が切れているとか、そ

んなことがあるんかもしれませんけど、その

辺の対応というのはどういうふうにされてお

ったのか。現実問題として、今市営住宅の入
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居に関しては、きちっとした連帯保証人を立

ててやらないと申し込みできないでしょう。

そこら辺の問題についてはどういうふうに対

応されておったんですか。 

 今、部長が言われたように、いつまでもす

ると、やっぱりだんだん膨れ上がってくると、

これは当然の話のように聞こえますけど、や

はり一つの基準、３番議員も言われたように、

その基準もありますし、そこら辺、きっちり

とやっていくのがやっぱり行政としては僕は

大事かなというふうに思います。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）まず、やはりこう

いった滞納している方にも連帯保証人がすべ

てついております。その中で保証人の方が亡

くなったりとか、そんな場合につきまして、

そういう方につきましては本人さんが申し出

がないとか、そんな場合が多々ございます。 

 だから、これからちょっと保証人に対して

はきっちりとやっていただきたいなと思いま

すけど、その辺はどのように考えておられま

すか。 

 市といたしても、本人さん以外の保証人の

方にもいろいろ催促したりとかしておるんで

すけども、やはりまず明け渡してもらわん限

りには、やはりこれがどんどん、どんどん膨

らんでいくということになりますので、まず

こういったことを明け渡しが先決の中で考え

ております。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）まず、今の家賃の

方式につきましては、年々の収入によって家

賃の形態が変わってきます。それで、いつで

も毎年収入の申請をしていただいております。

だから、一つはこういった方につきましては、

そういったものを出してこなかったりとかと

いう形の中で、それに対しても市も催促もし

ておるんですけども全然こたえてこないとい

う形のものしか、まずやっておりません。 

 また、保証人さんにもいろいろご相談もし、

中には保証人さんがかわりに分納されておる

保証人さんもございます。こういった案件を

出すにつきましては、そういったものもない

中で、一応こういった案件で出させていただ

いておるということでございます。 

 それで、今回そういったことで来ていただ

いたら、保証人さんが亡くなったとかという

のは本人に聞き取って、変わったら次をつけ

てくださいということができるんですけども、

そういった呼び出しとか、こういった自分の

ところの収入自身がいくらとかいうのが毎年

皆さん出していただきますので、その中では

十分対応はできると思うんですけども、でき

るだけ変更があれば速やかに保証人も変えて

いただいて、そういったものを提出していた

だくよう一生懸命指導してまいりたいと思い

ます。 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）よくわかりましたけ

ど、ただ保証人に対してのいろいろと話し合

いというのはされておったように、そういう

ふうな答弁ですけど、やっぱり死亡とか、要

するに亡くなった場合は、すぐさまチェック

として入居者の今の状態をはっきりとしない

と、またこういう問題が出てくるわけですよ。

だから、結局申し込み者というか入居者の保

証人を変えることもできるわけでしょう。そ

うやから、本来こういうことがあったら保証

を確かにしてもらえる保証人を立てているの

かということの確認も、やっぱり必要やと思

います。 

○議長（中西峰雄君）そのほかに質疑。 

 ４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）保証人の点については、

亡くなられた時点でそこに存在する債務につ

いては相続するんで、相続人から回収という
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ことは考えられるんですね。 

 それと、保証とは関係ないんですけども、

先ほどの話で、例えば100万円を基準と、ある

いは５年とか、そういう基準によって明確に

して、それで行動すると、あまりそれを出し

たら、100万円までは出されへんのやと、５年

までは出されへんのやと、そういうことを考

えるふとどきな人も出てくるかもしれません

ので、その辺のところをやっぱりきっちりと、

いろんな事情、万般を考慮した上で強制執行

するかどうかということを判断して、今まで

はそう判断してくださっていると思うんです

よ。健康状態とか収入の状態、その人の家族、

いろんな事情を総合的に判断して、妥当な結

論で遂行していただいていると思うんですけ

ども、だから私の言いたいのは基準を明確に

して、これこれだったらということはあまり

公表しないほうがいいと思います。いかがで

すか。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）私もそういうふう

に思っております。先ほど基準という中で、

再度手を挙げてそういう言い方をしたいと思

ったんですけども、やはり基準というのは、

あくまでも今までこういった訴訟が20年から

始めていまして、やはり今の時点ではだいた

いこのあたりぐらいの中で、あと状態を見て

かけていこうかというようなことで今のとこ

ろは思っておるんですけども、今後、それが

どんな形になるんか。やはり今、松浦議員が

言われたように、いろんな状態を見ながらや

はりかけざるを得ないと判断したときには、

やはり100万円を切ってでもせなあかん場合

もありますし、やはりある程度の全体的な家

賃の滞納の個人個人の滞納額というのは皆が

わかっております。そういった中での把握も

しておりますので、その中でやはり悪質と見

なすものにつきましては、こういった形で訴

訟のほうに出たいと思っております。 

○議長（中西峰雄君）23番 井上君。 

○23番（井上勝彦君）部長が言われているこ

とは、全くの反対のことをやっておると思う。

やっぱりあの住宅に入りたい人は、やっぱり

所得の低い人とか、そういう人が入るわけな

んです。 

 ほんで、保証人もなしでも入りたいという

人もたくさんおると思うんや。だから公共住

宅、当時から市の公営住宅、あるいは同和対

策事業でやった住宅とかというのもたくさん

あるわけなんです。900何ぼあるでしょう。 

 ほんで、100万円もためて保証人に取りに行

くというような、そういう悠長なことをやっ

ているから払えないんですよ。ほんで、また

裁判にかけないといかんのですよ。 

 だから、やはり所得の低い方に入ってもら

うんやけども、要するに３カ月以内にもしお

支払いがなかったらもう出てもらうでという

ことを、やっぱり低いときにちゃんと、一般

の住宅並みに３カ月たったらもう払えへんだ

ら出ててよということをやっぱり言うていか

んと、100万円たまったら出てもらうんやとい

うような、そんな悠長なことをやっておった

ら皆くれへんよ。ない人が入るんやから、困

っておる人が入るんやさかい。そうやさかい

３月たったらもう即出て遅れよと。入っても

らうけども、３カ月遅れたらもうあきません

よということでやっぱりやるという方法をと

っていったほうが、滞納者が増えへんと思う。

そこのところのやっぱり見直しをきちっとや

らんと、悠長過ぎるんや結局。100万円も150

万円もたまってから裁判をかけてそうするん

やって、そんなことはあかんのや。逆やねん、

やっていることが。ほんまに。お金のない人

が100万円たまって払えることはない、払いた

くても。ない人が入るんやさかいに。 

 ほんで、そこのところをちょっとやっぱり、
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このことについて今回は出されておりますけ

ども、これからやっぱりそういうことをちゃ

んと見直していくという方向で、部長やっぱ

り住宅課で議論しなさいよ。それのほうが僕

は滞納者が増えないと思うんですよ。やって

おること、あべこべやと思う。 

○建設部長（樽井豪男君）まず知らないと思

います。 

○議長（中西峰雄君）よろしいですか。 

 そのほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 ○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）本来なら、井上議

員の言われるように滞納すればそういった行

為になると思っております。ただし、今まで

こういった訴訟が旧高野口町、旧橋本市でも

全然起こさなかったというのが事実でござい

まして、平成20年度からまずこれを手始めに

させていただきました。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第28号に

ついては委員会の付託を省略いたしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 その中で、やはり入居者につきましては、

ちょっとでもたまったら、３カ月もたまった

らすぐ職員が行って分納誓約を取るなりとか

というような行為はしております。その中で、

やはりもうこういった訴訟も市も今やってい

ますよというようなことも、やはり相手方に

もこんなんは脅しになるのか、ちょっとわか

りませんけども、やはりそういったことも含

めながら皆さんに説明をして、できるだけ速

やかに払っていただきたいということで考え

ております。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第28号 訴訟の提起について

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

 なお、やはり家賃につきましては、その年、

その年のその方の収入基準によりましてかな

り家賃の差が出てきますので、ちゃんと収入

の報告をしていただければそれなりの家賃と

いうのがすぐ算定も毎年しますので、そうい

ったこともきっちりしていただいて、するこ

とによって家賃の適正化もちゃんとなるんじ

ゃないかなとは思っております。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第31 選第１号 人権擁護委員候補者

の推薦について 

○議長（中西峰雄君）日程第31 選第１号 人

権擁護委員候補者の推薦について を議題と

いたします。 

○議長（中西峰雄君）６番 清水君。 

○６番（清水信弘君）もう単純な質問なんで

すけども、ここに議案として名前が出てくる

ことを、この方はご存じですか。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（中西峰雄君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります選第１号については、委員会の付託を

省略いたしたいと思います。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 これにご異議ありませんか。  討論する方ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 ○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。  よって、委員会の付託を省略することに決

しました。  これより選第２号 人権擁護委員候補者の

推薦について を採決いたします。  これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。  本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 これより選第１号 人権擁護委員候補者の

推薦について を採決いたします。 

 よって、本件はこれに同意することに決し

ました。 

 本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 

 この際、暫時休憩いたします。 

（午後１時53分 休憩） 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件はこれに同意することに決し

ました。 

                     

 日程第32 選第２号 人権擁護委員候補者

の推薦について 

○議長（中西峰雄君）日程第32 選第２号 人

権擁護委員候補者の推薦について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります選第２号については、委員会の付託を

省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 
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